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　2023（令和５）年4月1日、こども家庭庁が発足しました。こども家庭庁は、
「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取り組み・政策を我が国
社会の真ん中に据えて（こどもまんなか社会）、こどもの視点で、こどもを取り巻
くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、
健やかな成長を社会全体で後押し」するための新たな司令塔として創設されました。
こども家庭庁の設立経緯と役割をみていきます。

こ
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
を

改
善
す
る
た
め
に

　
こ
ど
も
や
若
者
に
関
す
る
施
策
は
、
こ
れ
ま
で
少

子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
15
年
法
律
第
１
３
３

号
）
や
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
21

年
法
律
第
71
号
）
等
に
基
づ
き
、
各
般
の
施
策
が
進

め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
少
子
化
・
人
口
減
少
に
は

歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
な
か
、２
０

２
０
（
令
和
２
）
年
度
に
は
児
童
虐
待
の
相
談
対
応

件
数
や
不
登
校
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
件
数

が
過
去
最
高
と
な
り
、
約
８
０
０
人
も
の
19
歳
以
下

の
こ
ど
も
が
自
殺
す
る
な
ど
、
こ
ど
も
を
取
り
巻
く

環
境
は
深
刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
少
子
化
に
歯
止

め
を
か
け
な
け
れ
ば
、
我
が
国
の
社
会
経
済
シ
ス
テ

ム
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
若
年
人
口
が
急
激

に
減
少
す
る
２
０
３
０
年
代
に
入
る
ま
で
に
、
こ
う

し
た
状
況
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年

3
月
19
日
に
自
民
党
の
「C

hildren First

の
子
ど

も
行
政
の
あ
り
方
勉
強
会
」
が
「
こ
ど
も
庁
」
創
設

を
提
言
、
同
年
6
月
3
日
に
「
こ
ど
も
・
若
者
」
輝

く
未
来
創
造
本
部
が
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
改
革
の

実
現
に
向
け
、
①
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
デ
ー
タ
収

集
分
析
能
力
を
向
上
さ
せ
、Ｅ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
（Evidence 

Inform
ed Policy and Practice

／
客
観
的
な
証
拠

を
共
有
し
な
が
ら
政
策
を
実
行
し
改
善
す
る
サ
イ
ク

ル
）
を
確
立
す
る
こ
と
、
②
こ
ど
も
や
子
育
て
世
代

が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
早
急
に
対
応
す
る
こ

と
、
③
こ
ど
も
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
十
分
な
予

算
を
確
保
す
る
こ
と
、
④
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の

実
現
に
向
け
た
強
力
な
総
合
調
整
機
能
を
有
す
る
行

こ
ど
も
家
庭
庁
の
発
足
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の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
」
が
政
府
か
ら
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
年
6
月
15

日
に
成
立
し
た
。
ま
た
、
議
員
立
法
に
よ
り
議
案
提

出
さ
れ
た「
こ
ど
も
基
本
法
案
」も
同
日
、成
立
し
た
。

政
組
織
と
し
て
、
こ
ど
も
庁
（
仮
称
）
を
創
設
す
る

こ
と
、を
内
容
と
す
る
緊
急
決
議
を
と
り
ま
と
め
た
。

　
さ
ら
に
同
年
6
月
18
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経

済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
１
」（
骨

太
方
針
）
で
は
、「
子
供
の
貧
困
、児
童
虐
待
、障
害
、

重
大
な
い
じ
め
な
ど
子
供
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
総
合
的
に
対
応
す
る
た
め
、
年
齢
に
よ
る
切
れ

目
や
省
庁
間
の
縦
割
り
を
排
し
、
妊
娠
前
か
ら
、
妊

娠
・
出
産
・
新
生
児
期
・
乳
幼
児
期
・
学
童
期
・
思

春
期
を
通
じ
、
子
供
の
権
利
を
保
障
し
、
子
供
の
視

点
に
立
っ
て
、
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
切
れ

目
な
い
対
応
を
図
る
と
と
も
に
、
就
学
時
等
に
格
差

を
生
じ
さ
せ
な
い
等
の
教
育
と
福
祉
の
連
携
、
子
供

の
安
全
・
安
心
の
確
保
、
関
係
部
局
横
断
的
か
つ
現

場
に
至
る
ま
で
の
デ
ー
タ
・
統
計
の
充
実
・
活
用
等

を
行
い
、
困
難
を
抱
え
る
子
供
へ
の
支
援
等
が
抜
け

落
ち
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と

と
し
、
こ
う
し
た
機
能
を
有
す
る
行
政
組
織
を
創
設

す
る
た
め
、早
急
に
検
討
に
着
手
す
る
」
と
示
し
た
。

　
同
年
7
月
7
日
に
は
、
骨
太
方
針
で
示
さ
れ
た
行

政
組
織
の
創
設
を
検
討
す
る
た
め
、
関
係
府
省
庁
の

職
員
か
ら
な
る
「
こ
ど
も
政
策
の
推
進
に
係
る
作
業

部
会
」
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、内
閣
官
房
に
「
こ

ど
も
政
策
推
進
体
制
検
討
チ
ー
ム
」が
設
置
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
同
年
9
月
16
日
か
ら
こ
ど
も
政
策
の
方
向

性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
「
こ
ど
も
政
策
の
推
進
に

係
る
有
識
者
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
同
年
11
月
29
日

に
報
告
書
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
年
12

月
2
日
に
は
「
こ
ど
も
政
策
の
推
進
に
係
る
作
業
部

会
」
に
お
い
て
「
こ
ど
も
政
策
の
新
た
な
推
進
体
制

に
関
す
る
基
本
方
針（
原
案
）」が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、

こ
れ
ら
を
受
け
、
同
年
12
月
21
日
に
は
「
こ
ど
も
政

策
の
新
た
な
推
進
体
制
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
閣

議
決
定
、
内
閣
官
房
に
「
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
案

等
準
備
室
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、２
０
２
２（
令
和
４
）年
2
月
25
日
に「
こ

ど
も
家
庭
庁
設
置
法
案
」、「
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
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図1…こども家庭庁ホームページ・法令・こども基本法概要より

　日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築
き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁
護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。

目的

①全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
②全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
③全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的
活動に参画する機会が確保されること
④全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭で
の養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

〇国・地方公共団体の責務　〇事業主・国民の努力

責務等

〇年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
　(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既
　存の３法律の白書・大綱と一体的に作成）

白書・大綱

〇施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇関係者相互の有機的な連携の確保
〇この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

基本的施策

〇こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推
進会議を設置
　①大綱の案を作成
　②こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
　③関係行政機関相互の調整等
〇会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

こども政策推進会議

施行期日：令和５年４月１日
検　　討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとっ

たこども施策の一層の推進のために必要な方策を
検討

附則

こども基本法の概要図1
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自
ら
も
家
族
に
も
受
け
さ
せ
た
い

医
療
を
追
求

　
鹿
児
島
県
曽
於
市
に
あ
る
医
療
法
人

愛
誠
会
昭
南
病
院
（
理
事
長
：
徳
留
稔

氏
）、
昭
和
21
年
の
開
設
以
来
、「
私
た

ち
は
患
者
様
に
安
心
し
て
い
た
だ
き
、

自
ら
も
受
け
た
い
、
家
族
に
も
受
け
さ

せ
た
い
医
療
を
追
求
し
ま
す
」
と
い
う

理
念
の
も
と
、
高
齢
過
疎
化
が
進
む
地

域
に
お
い
て
地
域
完
結
型
医
療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
法
人
は
、
１
５
４
床
の
昭
南
病
院
を

は
じ
め
、
介
護
老
人
保
健
施
設
や
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、居
宅
介
護
支
援
、

訪
問
介
護
事
業
所
、
認
知
症
対
応
型
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
を
運
営
し
、
急
性

期
か
ら
在
宅
ま
で
シ
ー
ム
レ
ス
な
医

療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
。

　
同
院
が
立
地
す
る
曽
於
市
は
、
人
口

約
３
万
３
０
０
０
人
、
高
齢
化
率
41
・

3
％
（
令
和
2
年

10
月
現
在
）
と
、

人
口
減
少
と
高
齢

過
疎
化
が
急
速
に

進
ん
で
い
る
地

域
。
令
和
7
年
に

は
、
老
年
人
口

（
65
歳
以
上
）
が

生
産
年
齢
人
口

（
15
～
64
歳
）
を

上
回
り
、
令
和
27

年
に
は
高
齢
率
は

45
・
2
％
に
達
す

る
と
推
計
さ
れ
る

な
ど
、
人
口
構
造

が
大
き
く
変
化
し

て
い
く
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
曽
於

保
健
医
療
圏
（
曽

於
市
、
志
布
志
市
、
大
崎
町
）
の
人
口

10
万
人
当
た
り
の
医
師
数
は
県
内
最
少

の
１
１
７
・
３
人
で
、
県
平
均
の
２
９

３
・
０
人
（
全
国
平
均
２
６
９
・
２
人
）

を
大
幅
に
下
回
り
、
全
国
的
に
み
て
も

医
療
資
源
が
非
常
に
乏
し
い
地
域
と
な

っ
て
い
る
（
令
和
２
年
医
師
・
歯
科
医

師
・
薬
剤
師
統
計
）。

地
域
完
結
型

医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
推
進

　
曽
於
市
の
医
療
提
供
体
制
や
人
口
な

ど
の
状
況
に
つ
い
て
、
院
長
の
朝
戸
幹

雄
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　「
曽
於
市
で
複
数
の
医
師
を
有
す
る

医
療
機
関
は
少
な
く
、
隣
接
す
る
鹿
屋

市
や
宮
崎
県
都
城
市
に
は
大
規
模
病
院

が
い
く
つ
か
あ
る
も
の
の
、
こ
の
周
辺

で
は
当
院
と
医
師
会
立
病
院
を
含
め
、

数
カ
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
診
療
所
も

10
年
前
は
20
カ
所
近
く
あ
り
ま
し
た

が
、
少
な
く
と
も
3
カ
所
は
閉
鎖
し
、

今
後
は
さ
ら
に
閉
鎖
が
増
え
て
い
く
と

思
わ
れ
ま
す
。
幸
い
、
医
師
に
つ
い
て

は
常
勤
医
師
11
人
、
非
常
勤
医
師
17
人

高齢過疎化が進む地域において
連携強化で地域医療を推進

　福祉医療機構では、地域の福祉医
療基盤の整備を支援するため、有利
な条件での融資を行っています。今
回は、その融資制度を利用された鹿
児島県曽於市にある昭南病院を取り
あげます。同院は、高齢過疎化や医
療資源が乏しい地域において地域医
療を推進しています。地域連携や医
師の確保などの取り組みについて取
材しました。

— 鹿児島県曽於市・医療法人愛誠会 昭南病院 —
そ　　お
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施設の概要施設の概要

〒 899−8106
鹿児島県曽於市大隅町下窪町 1 番地
  TEL   099−482−0622　
  FAX   099−482−5357
  URL   https://aisei-kai.com

設　　立：昭和 21 年
理 事 長：徳留　稔
院　　長：朝戸　幹雄
病 床 数：154 床（一般病床 33 床、地域包括ケア病床 70 床、療養病床 51 床）
診 療 科：内科、外科、放射線科、泌尿器科、呼吸器外科、消化器科、循環器科、麻

酔科、神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、眼科
関連施設：介護老人保健施設ケアセンターやごろう苑（入所定員100人、通所リハ

ビリテーション）／総合在宅ケアセンターやごろう苑（訪問介護、居宅介
護支援）／大隅地域訪問看護ステーション／ケアステーションすえよし／
グループホームあがいやんせ

医療法人愛誠会 昭南病院
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